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Ⅰ 議案補充説明 

 
１ 議案 

議案第６８号「三重県立鈴鹿青少年センターの指定管理者の指定について」 

  議案第６９号「三重県立熊野少年自然の家の指定管理者の指定について」 

 

２ 指定管理者の指定 

  教育委員会が所管している公の施設「三重県立鈴鹿青少年センター」、「三重県

立熊野少年自然の家」について、平成２５年４月１日から指定管理者による管理

を行わせるため、三重県立鈴鹿青少年センター条例（昭和６０年三重県条例第５

号）第６条第２項、三重県立熊野少年自然の家条例（昭和５１年三重県条例第 60
号）第６条第２項に基づく指定管理者の指定についての議決を得ようとするもの

です。 
 
３ 対象施設と指定管理候補者の名称等 

施設の名称・設置場所 指定管理候補者の名称・所在地等 

三重県立鈴鹿青少年センター 

鈴鹿市住吉町南谷口 

公益財団法人 三重県体育協会 

会長 岩名 秀樹 

鈴鹿市御薗町１６６９番地 

三重県立熊野少年自然の家 

熊野市金山町１５７７ 

有限会社 熊野市観光公社 

代表取締役 奥田 博典 

熊野市井戸町６５３番地１２ 

   

４ 指定の期間 

  平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで（５年間） 
 
５ 指定管理候補者の審査選定の経過 

（１）指定管理者の応募状況 

   指定管理者の募集を平成２４年７月１３日から同年９月７日まで行った結

果、次のとおり応募申請がありました。 

① 三重県立鈴鹿青少年センター 

・公益財団法人 三重県体育協会（鈴鹿市御薗町１６６９番地） 

② 三重県立熊野少年自然の家 

・有限会社 熊野市観光公社（熊野市井戸町６５３番地１２） 

 

（２）指定管理候補者の審査選定の経過 

    指定管理候補者の選定過程の透明性を高め、公正な手続きを確保するため、

外部有識者等による三重県教育委員会指定管理者選定委員会を設置し、経費

だけでなくサービス提供の水準なども含めて総合的な審査を行いました。 
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ア 選定委員会委員（敬称略） 

    委員長   時安 和行 （至学館大学 学科長・准教授） 

    委員長代理 前川 準一 （公認会計士）  

    委 員   長谷部 拓哉（三重弁護士会推薦弁護士） 

    委 員   瀬古 久美子（三重県小中学校長会副会長） 

    委 員   小石川 巧史（日本ボーイスカウト三重連盟理事） 

委 員   鈴木 早苗 （公募により選出） 

イ 審査の経過 
    平成２４年６月２８日   第１回選定委員会開催（審査基準等の策定） 

    平成２４年８月２２日   第２回選定委員会開催 

（申請状況等報告、施設視察） 

平成２４年１０月１２日 第３回選定委員会開催 

（ヒアリング審査及び総合審査）  
ウ 提案内容及び審査の概要 

    申請団体が提案した主な内容とそれを審査した基準や配点、県が求めた水 
準などについては、別紙「提案内容及び審査の概要」のとおりです。  

エ 審査結果（評価点数） 
（ア）三重県立鈴鹿青少年センター 
    公益財団法人 三重県体育協会 （評価点 ２，０７４点／３，０００点） 
（イ）三重県立熊野少年自然の家 

有限会社 熊野市観光公社   （評価点 ２，０２８点／３，０００点） 
 

（３）指定管理候補者の選定及び選定理由 
選定委員会の意見を踏まえ、次の団体を指定管理候補者として選定しました。 

① 三重県立鈴鹿青少年センター 
ア 所在地 鈴鹿市御薗町１６６９番地 
イ 名 称 公益財団法人 三重県体育協会 
ウ 代表者 会長 岩名 秀樹 
エ 選定した理由 
  長年の経験を生かし詳細な危機管理マニュアルを作成し、リスクマネジ 

メントがされる等、これまでの実績で培った効果的、効率的な管理運営を 
行うとともに、鈴鹿市の特性を生かした自然体験、農業体験、漁業体験、 
伝統産業体験等の体験学習の機会を利用者に提供する計画は評価できま 
す。 

県立青少年教育施設として青少年健全育成を図るため、地域外の多様な 
     主体と連携しながら、利用者の必要な支援に柔軟に応じる体制づくりを行 

い、さらなるコスト削減の意識を高める必要があるものの、安全で安心し

た施設管理運営が期待できることから、指定管理者にふさわしいと判断

しました。 
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  ②三重県立熊野少年自然の家 
ア 所在地 熊野市井戸町６５３番地１２ 

   イ 名 称 有限会社 熊野市観光公社 
   ウ 代表者 代表取締役 奥田 博典 
   エ 選定した理由 

    地域の関係団体と緊密な連携が可能であり、地域の特性を生かした多様 
な体験プログラム、主催事業の実施が期待できます。また、利用者の立場 
に立った安心・安全な施設運営に、職員が進んで取り組む姿勢が示される 
など、利用者サービスの向上に対する意欲もあると認められます。 

県立青少年教育施設としては、熊野地域以外の多様な主体と連携した、 
より広域的な体験学習の機会拡充を図るために、更なる工夫が必要です。 
しかし、高い独自目標を設定し、利用者拡大に取組もうとしていることや、 
安定した組織基盤を持つことから、指定管理者にふさわしいと判断しまし 
た。 
 

６ 期待される効果 

  今回、選定した指定管理候補者が管理業務を実施することにより、次のような 

効果を見込んでいます。 

 

（１）三重県立鈴鹿青少年センター 

①県民サービスの向上 

・ 伝統産業体験や漁業体験等、地域の特性を活かした体験活動プログラム 

を通じて、様々な体験学習をすることができます。 

・ 施設・設備の日常点検による施設管理や、リスクマネジメントがされる 

ことにより、安全・安心に施設を利用することができます。 

・ ４月から８月までの無休営業することに加え、学校利用に対する引率者 

等の減免及びや季節料金の設定により、安価な料金で利用することがで 

きます。 

②経費の状況                       （単位：千円）  

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 平均額 差額 

21 年度～24 年度の指

定管理料提案額の平均 
 

（Ａ） 

65,813 

25 年度～２9 年度 

債務負担行為額 
325,575 

（Ｂ） 

65,115 

65,537 64,842 64,817 65,562 64,817 25 年度～29 年度 

指定管理候補者提案額 
合計 325,575 

（Ｃ） 

65,115 

Ｃ－Ａ

▲698

 

Ｃ－Ｂ

0 
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 （２）三重県立熊野少年自然の家 

   ①県民サービスの向上 

・ 職員の接遇に対する利用者満足度 100％を目指しており、利用者の視点 

に立った施設づくりが期待できます。 

・ 食事については、地産地消の推進、アレルギーへの対応など、利用者の 

ニーズに応じたきめ細かなサービスの提供が期待できます。 

・ 地域の豊かな自然を活かした多様な体験プログラム、主催事業の提供が 

期待できます。 

②経費の状況                        （単位：千円） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 平均額 差額 

22 年度～24 年度の指

定管理料提案額の平均 
 

（Ａ） 

43,128 

25 年度～２9 年度 

債務負担行為額 
206,178 

（Ｂ） 

41,236 

41,210 41,374 41,110 41,155 41,329 25 年度～29 年度 

指定管理候補者提案額 
合計 206,178 

（Ｃ） 

41,236 

Ｃ－Ａ

▲1,892

 

Ｃ－Ｂ

0 

  

７ 協定書で定める主な項目 

  指定管理者の指定の議決を得た後、教育委員会と指定管理者との間で、指定期

間を通じての基本的な事項を定める「基本協定」と、年度毎の事業実施に係る事

項を定める「年度協定」を締結することとしています。 
  指定管理者と締結する基本協定書で定める主な項目は次のとおりです。 

（１）県施策への配慮 
県が推進する、人権尊重社会の実現、男女共同参画社会の実現、持続可能な

循環型社会の創造に向けた環境保全活動、ユニバーサルデザインのまちづくり、

次世代育成支援、自然災害防災対策、地域安全対策等の施策に配慮した管理業

務を行うよう、指定管理者に求めます。 

（２）情報の公開 
「三重県情報公開条例」の趣旨にのっとり、管理業務にかかる情報の公開に 

関する規程を整備し、管理業務を開始する日から情報の公開を実施するよう、

指定管理者に求めます。 

（３）個人情報の保護 
管理業務を実施するにあたり、個人の権利利益を侵害することなく、個人情

報を適切に取り扱うよう、指定管理者に求めます。 

（４）第三者による実施 
指定管理者が管理業務の一部を第三者に実施させる場合の責任の所在、費用

負担について予め定めます。 
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（５）施設利用者の意見等の反映 
施設で提供するサービス向上の観点から、アンケート等により施設利用者の

意見等を把握し、その後の管理運営業務へ反映するよう、指定管理者に求めま

す。 

（６）リスク分担 
   管理運営業務に支障を生じさせるおそれのある事項についての分担を予め定

めます。設置基準の変更等の法改正等に伴い管理施設の整備が必要となった場

合や、地震等により大規模な施設修繕が発生した場合等については、教育委員

会がリスクを負担するものとし、指定管理者の責めに帰すべき事由により施設

等が破損した場合は指定管理者が負担するものとします。 

（７）業務計画書の提出等 
   指定管理者から毎事業年度に提出される業務計画書については、事業概要、 

組織体制及び人員配置計画、収支計画等の記載を求めます。 

（８）業務報告書の提出等 
   月毎に利用者数、利用料金の実績額、実施事業の状況等をまとめ、また、四 

半期毎には、利用者の満足度、利用者からの意見や苦情及びその対応等をまと 
め、教育委員会に報告するよう、指定管理者に求めます。 
 なお、教育委員会は、指定管理者に対し、必要に応じて臨時に報告を求め、 
実地に調査し、又は必要な指示を行います。 

（９）事業報告書の提出等 
   指定管理者は、年度毎に管理業務の実施状況及び利用状況、利用料金の収入 

実績、管理業務に関する経費の収支状況、成果目標及びその実績、管理業務に 
関する自己評価等をまとめ、教育委員会に報告するよう、指定管理者に求めま 
す。 

（10）実施状況の調査、指示等 
   管理業務の実施状況等の確認と評価を行うため、教育委員会は、随時、施設 

に立ち入ることができるものとします。 
また、この確認と評価の結果、サービスや施設の維持管理などが一定の基準

を満たしていない場合には、指定管理者に対し必要な指示又は改善勧告を行う

こととします。 
 

８ 今後の予定 

指定管理者の指定の議決を得た後は、次のとおり手続きを進めます。 
  平成２４年１２月   指定管理者の指定 
  平成２５年１月～３月 基本協定書の締結 
  平成２５年４月    指定管理者による施設管理の開始   
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Ⅱ 所管事項説明 

１ 「県立高等学校活性化計画（仮称）」(中間案)について 

 

 「県立高等学校再編活性化計画（平成１４～２３年度）」が平成２３年度末で終期を

迎えたことから、平成２４年度以降の県立高等学校の活性化を示す新たな計画である「県

立高等学校活性化計画（仮称）」について、平成２４年度末の策定に向けて検討を進め

ています。 

 

１ はじめに（Ｐ１～Ｐ２） 

（１）県立高等学校再編活性化計画の経緯（Ｐ１） 

県教育委員会は、「県立高等学校再編活性化計画（平成１４～２３年度）」に基

づき、県立高等学校の適正規模(原則として１学年３～８学級)・適正配置を推進する

とともに、各地域に「協議会」を設置し、活性化方策等の検討を行ってきました。 

（２）県立高等学校活性化計画（Ｐ１～Ｐ２） 

   新たな計画は、各県立高等学校が今後さらに活性化していくための計画として、

名称を「県立高等学校活性化計画（仮称）」とします。なお、県立高等学校の適正

規模・適正配置を推進することも、活性化のための重要な手段ととらえます。 

    県立高等学校がこれからも生徒たちにとって希望や高い志をもって生き生きと学

ぶことができる場であるととともに、地域からも信頼される存在であり続けられる

よう、新たな計画を策定します。    

（３）計画期間（Ｐ２） 

新たな計画は、従前の計画の「基本計画」と「実施計画」の両方の性格をあわせ

持ち、およそ１０年先を見据えた５年間（平成２４～２８年度）の計画として策定

します。 

 

２ 県立高等学校の現状と課題（Ｐ２～Ｐ４） 

  高校教育に対するニーズは多様化しており、これに応える教育の実現が求められていま

す。 

（１）学力等の育成（Ｐ２～Ｐ３） 

（２）社会の変化に対応した人材の育成（Ｐ３） 

（３）多様なニーズへの対応（Ｐ３） 

（４）中学校卒業者数の変化への対応（Ｐ３～Ｐ４） 

 

３ 県立高等学校活性化の基本的な考え方（Ｐ４～Ｐ６） 

 「教育の質の保証」「自立し他と共に生きる人材の育成」「多様なニーズに応える教 

育」「適正規模・適正配置の推進による活性化」を柱に、取組を進めます。 
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４ 活性化のための取組（Ｐ６～Ｐ１４） 

「３ 県立高等学校活性化の基本的な考え方」を踏まえ、活性化を具体的に進めるに

あたっては、現状を検証し、見直し等を行いながら、次の取組を進めます。 

（１）各学科の充実（Ｐ６～Ｐ７）  

（２）理数教育・英語教育の充実（Ｐ７） 

（３）キャリア教育・職業教育の充実（Ｐ７～Ｐ８） 

（４）定時制課程・通信制課程の充実（Ｐ８～Ｐ１０） 

（５）特別支援教育の推進（Ｐ１０～Ｐ１１） 

（６）外国人生徒教育の充実（Ｐ１１） 

（７）諸制度に関する今後の方向性 

   ①中高一貫教育（Ｐ１２） 

   ②単位制（Ｐ１２～Ｐ１３） 

   ③入学者選抜制度（Ｐ１３） 

（８）教員の資質の向上（Ｐ１３） 

（９）学校マネジメントの充実と開かれた学校づくり（Ｐ１３～Ｐ１４） 

 

５ 各学科の教育内容の充実による活性化（Ｐ１４～Ｐ２２） 

県立高等学校が、今後も社会の変化に的確に対応し、生徒の実態や多様なニーズを

踏まえた学びを提供して自己実現・進路実現を図ることができるよう、各学科の教育

内容の充実に取り組みます。 

（１）普通科・普通科系専門学科（Ｐ１５～Ｐ１６） 

（２）職業系専門学科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉） 

                               （Ｐ１６～Ｐ２２） 

（３）総合学科（Ｐ２２） 

               

６ 県立高等学校の適正規模・適正配置（Ｐ２２～Ｐ２４） 

（１）全日制高等学校の適正規模（２）大規模校の適正化（３）小規模校の適正化 

                               （Ｐ２２～Ｐ２３） 

全日制高等学校の適正規模は、従前の計画の考え方を踏襲し、各学校の設置の目

的、学科・コースの設置状況、求められる学習ニーズや教育内容に応じた規模とし

ていくことを基本としたうえで、原則として１学年３学級以上８学級以下とします。

また、県全体の県立高等学校１校あたりの１学年学級数の平均値が６を大きく下回

ったり、上回ったりしないことします。これに基づき、大規模校や小規模校の適正

化を引き続き進めます。 

（４）適正配置（Ｐ２３～Ｐ２４） 

地域における高校教育に関するさまざまなニーズ等を踏まえ、望ましい課程・学

科・コース・類型や、教育内容を持つ県立高等学校を適切に配置することを基本と

します。 
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７ 各地域の県立高等学校活性化の取組（Ｐ２４～Ｐ３０） 

県内の７つの地域ごとに、県立高等学校活性化に向けた取組について、経緯、現

状と課題、今後のあり方を示します。 

適正規模・適正配置の推進についてその内容を示すべき学校、特色化・魅力化が

特に図られつつありその進め方の例を示すべき学校、及び今後の活性化の方向性を

明示すべき学校については、学校名を記して活性化の方策を表します。 

＜地域協議会を設置している地域の主な内容について＞ 

○伊勢志摩地域（Ｐ２８～Ｐ２９） 

南伊勢高等学校（南勢校舎・度会校舎）については、今後の中学生の進路希望

状況等を見きわめながら、南勢校舎・度会校舎をそれぞれ別の学校の分校とする

方向で検討を進めます。また、今後の伊勢志摩地域の高等学校に関して、地域全

体のあり方の視点、専門学科のあり方の視点、鳥羽・志摩・度会地域の学校のあ

り方の視点から、長期的な視野に立ち、継続して検討します。 

 ○伊賀地域（Ｐ２９～Ｐ３０） 

   学習内容や進路状況等に共通点が多い名張桔梗丘高等学校と名張西高等学校 

は、平成２８年度を目途に１校に統合し、それぞれの特色を併せもち、生徒・保

護者にとって魅力ある、活力ある学校づくりを行います。 

   さらに、長期的な視野に立ち、今後の伊賀地域全体の高等学校のあり方につい

て、継続して検討します。あわせて、これまでの各校における進路指導の充実等

の取組をさらに推進し、内容面の特色化・魅力化を図ります。 

 ○東紀州地域（Ｐ３０） 

   木本高等学校は１学年５学級規模以上、紀南高等学校は１学年２学級規模以上

の学校として併置し、これまでの両校における進路指導の充実等の取組をさらに

推進して、内容面の特色化・魅力化を図ります。また、将来的にこの規模が維持

できなくなった場合は、両校を統合することとし、統合の進め方、統合後の学校

のあり方等について、あらためて検討します。 

 

８ 今後の対応 

 県議会教育警察常任委員会で「県立高等学校活性化計画（仮称）」（中間案）を説明

後、約１ヶ月間のパブリックコメントを経て最終案を策定します。その後、県議会教育

警察常任委員会への説明や教育委員会での審議を行い、平成２４年度末を目途に県立高

等学校の活性化計画を策定し、公表します。 
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２ 「みえの学力向上県民運動」について 

 

１ 基本方針の策定 

（１）「みえの学力向上県民運動推進会議」の開催 

「第１回みえの学力向上県民運動推進会議」を１０月１５日に開催し、三重の

子どもたちの学力や学習・生活の状況を踏まえ、子どもたちの学力向上に向けた

学校、家庭、地域の取組方策について様々な視点から幅広く議論いただきました。 

 

（２）県民運動 基本方針の策定 

「第１回みえの学力向上県民運動推進会議」での議論を踏まえ、 

① 「主体的に学び行動する意欲」を育てること。 

② 「学びと育ちの環境づくり」を進めること。 

③ 「読書をとおした学び」を進めること。 

の３点を取組の視点とする、「みえの学力向上県民運動 基本方針」（別紙１）を

策定しました。 

 

（３）「みえの学力向上県民運動キックオフイベント」による発信 

「みえの学力向上県民運動キックオフイベント」を１１月２日に開催し、県民

運動の基本方針を踏まえて作成した「みえの学力向上県民運動キックオフ宣言」

（別紙２）を、推進会議会長の内田淳正三重大学学長より、県民の皆様に発信い

ただきました。 

 

２ 県民運動の展開に向けて 

  基本方針に基づき、県民総参加による学力向上の取組を平成２７年までの４年間

で展開していきます。（取組の全体像は別紙３のとおり） 

（１）平成２４年度の取組 

・ 現在、県民運動の具体的な取組の推進に向け、各市町教育委員会への個別訪問

や、市町や学校の担当者を集めて開催する「地域別学力向上推進会議」、「開か

れた学校づくり推進協議会」などを通じ、基本方針の説明とともに、授業改善や

開かれた学校づくりの取組についての意見交換や支援を行っています。 

・ また、家庭や地域における県民運動の展開に向けて、ＰＴＡ連合会や子育て支

援団体、商工会議所等に、基本方針の趣旨や考え方を説明し、具体的な取組に向

けて連携を図っていきます。 
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（２）平成２５年度の取組 

県民運動が、学校・家庭・地域が一体となった県民総参加の取組につながってい

くよう、県民運動の趣旨等のさらなる普及・啓発に努めるとともに、基本方針の３

つの視点に基づいた取組を進めていきます。 

具体的には、 

・「みえの学力向上県民運動推進会議」を年２回開催（予定）し、県民運動の取組

状況や取組方策について、ご意見をいただき、取組の充実を図ります。 

・県民運動のさらなる普及・啓発を図るため、推進会議の委員による広報・ＰＲ活

動を進めるとともに、地域で開催される研修会等に委員を派遣します。 

・子どもたちの学びを地域で支えていけるよう、｢まなびのコーディネーター」が、

地域の教育力を活用し「みえの学び場」づくりを進めます。 

・学校図書館を活用した授業の充実を図るため、専門性の高い図書館司書を計画的

に派遣し、担任と司書教諭の連携による授業を支援します。 

・読書活動の広がりを促すため、家族で取り組む「ファミリー読書」を推進すると

ともに、学校図書館が子どもたちにとって居心地の良い学びの場となるよう、

ＮＰＯの関係者等からなる「楽しい学校図書館サポート隊」によるブックトーク

等の活動を行います。 
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 別紙１ 

みえの学力向上県民運動 基本方針 
                                              平成 24 年 11 月 

三重県・三重県教育委員会 

＜基本理念＞ 

激動の時代にあって、次世代を担う子どもたちには、自らの夢の実現を目指し、主

体的に学び、自信と意欲、高い志を持って輝く未来を切り拓いていく力（自立する力）

とともに、グローバルな視点を持って、他者との関わりの中で、共に支え合い、新し

い社会を創造していく力（共に生きる力）が求められます。 

子どもたちの大いなる可能性を引き出すとともに、強みを伸ばし支えていくことは、

子どもに関わる全ての大人の役割と責任です。 

学校、家庭、地域がそれぞれの役割を認識するとともに、県民一人ひとりが当事者

意識を持ち、教育力を高めながら、一体となって子どもたちの学力を一層育んでいく

ため、平成２４年度から４年間、「みえの学力向上県民運動」を実施します。 

 

＜取組の視点＞ 

みえの学力向上県民運動は、次の３点を取組の視点として進めます。 

１．「主体的に学び行動する意欲」を育てます。 

子どもたちの学力の向上を図るため、基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれ

らを活用する力の育成とともに、主体的に学び行動する意欲を育てます。 

特に、実生活への知識・技能の活用や課題発見・解決力、コミュニケーション力

といった「今、求められている力」を意識し、子どもたちの発達段階に応じた学ぶ

喜び、わかる楽しさを実感させる授業改善等の取組を進めるとともに、夢や目標を

持ち、失敗をおそれず難しいことにも挑戦する子どもたちを、県民が一丸となって

育てます。 

２．「学びと育ちの環境づくり」を進めます。 

子どもたちは社会全体で育まれていくものであるという考え方のもと、社会のあ

らゆる場で多様な主体が教育に取り組む「みえの学び場」づくりを進めます。 

特に、三重の豊かな自然、文化、産業など、地域の多様な資源を最大限生かしな

がら、子どもたちが自己肯定感・自尊感情を持ち、安心して学び、生活できる環境

づくりや、地域における子どもたちの居場所づくりなどに取り組みます。 

また、家庭の教育力を高め、子どもたちの勉強時間の確保や規則正しい生活とい

った学習習慣、生活習慣を確立するとともに、地域による学習支援を進めるなど、

地域ぐるみで子どもたちの学びと育ちを支えます。 

３．「読書をとおした学び」を進めます。 

読書は、知的活動（論理や思考）やコミュニケーション、感性・情緒の基盤をな

す言語に関する能力を育む上で欠くことのできないものであり、子どもたちの生涯

にわたる読書習慣を育成します。 

特に、読書活動を通じて、子どもたちに言語に関する能力や豊かな心を育むとと

もに、全ての学年で言語活動を推進し、学校図書館等を活用した授業づくりを進め

ます。また、大人自身が率先して読書を行い、子どもたちとともに夢があふれる社

会を創出します。 
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３ 「県立特別支援学校整備第二次実施計画（改定）」（案）について 

 

１ 経 緯 

 「県立特別支援学校整備第二次実施計画」（平成２２年１１月策定）を踏ま

え、特別支援学校の整備を進めてきましたが、児童生徒数の増による施設の

狭隘化や防災面への配慮など、新たな課題が生じてきました。このことから、

三重県教育改革推進会議第２部会において、同計画の改定について審議を

行ってきました。 

 

２ 改定の主な概要 

（１）地域における課題への対応 

○東紀州地域 

東紀州くろしお学園本校については、金山パイロットファーム地内での

整備を進めます。なお、平成２５年度から測量調査等を開始する予定です。 

○中勢、松阪、南勢志摩地域 

松阪地域の特別支援学校（知的障がいに対応）については、三重中京大

学の校地を活用して、整備を進めます。なお、平成２５年度から地質調査と

校舎設計を開始する予定です。 

（２）新たな課題への対応（新たに以下の３点を追加） 

○くわな特別支援学校 

    児童生徒数の増加による教室不足に対応するため、校舎を増築し、平成

２６年９月の供用開始を目指します。 

  ○杉の子特別支援学校石薬師分校 

    生徒数の増加による教室不足に対応するため、校舎を増築し、平成２６年

９月の供用開始を目指します。 

  ○草の実リハビリテーションセンター及び小児心療センターあすなろ学園の

一体整備に伴う対応 

城山特別支援学校草の実分校、津市立あすなろ分校とともに、移転地に

隣接する緑ヶ丘特別支援学校を併せて、新たな特別支援学校として再編し、

病院開設に合わせ平成２９年度の開校を目指します。 

（３）その他 

寄宿舎の整備については、関係者の理解を図りながら、特別支援学校の

整備計画全体の中で総合的･計画的に、かつ慎重に検討を進めます。 

 

３ 今後の対応 

  「県立特別支援学校整備第二次実施計画（改定）」につきましては、関係

他部局等との調整を経た上で、平成２５年度当初予算確定にあわせて、特別

支援学校の整備年度を盛り込んでいきたいと考えています。 
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４ 平成３０年度全国高等学校総合体育大会の開催について 

 

 

１ 全国高等学校総合体育大会の目的 

  昭和３８年から開催されてきた全国高等学校総合体育大会は、高等学校教

育の一環として高等学校生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、心身ともに

健全な生徒を育成するとともに、スポーツマン精神の高揚と、お互いの親睦

を図ることを目的としています。 

 

２ 大会概要 

（１）主催   

  （公財）全国高等学校体育連盟、全国関係競技団体、開催県、 

開催県教育委員会、開催市町、開催市町教育委員会、新聞社 

（２）後援   

 文部科学省、（公財）日本体育協会、日本放送協会、開催県体育協会、

開催市町体育協会 

（３）平成３０年度の開催 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会は、本県を中心開催県として、

東海ブロック４県（三重県、愛知県、静岡県、岐阜県）で開催する予定で

す。 

なお、全国高等学校総合体育大会は、平成２２年度までは各都道府県の

単独開催で行われていましたが、平成２３年度からは、全国を９ブロック

に分けて、ブロック開催の形態で行われています。 

【平成２３年度からの開催地】 

年度 地区 ブロック 開催県 （◎は中心開催県） 

Ｈ２３ 東 東北 (北) ◎青森  秋田、岩手 

Ｈ２４ 中 北信越 ◎新潟  福井、長野、石川、富山 

Ｈ２５ 西 九州 (北) ◎大分  福岡、佐賀、長崎 

Ｈ２６ 東 関東 (南) ◎東京  山梨、千葉、神奈川 

Ｈ２７ 中 近畿 ◎和歌山 京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫

Ｈ２８ 西 中国 ◎岡山  鳥取、島根、広島、山口 

Ｈ２９ 東 東北 (南) ◎山形  宮城、福島 

Ｈ３０ 中 東海 ◎三重  愛知、静岡、岐阜 

 
（４）競技種目数 

現在の開催競技種目数は２９競技です。 

平成２６年度からは、新たに少林寺拳法が加わり、平成３０年度の東海

ブロック大会は、３０競技種目の開催が見込まれています。（別紙参照）  
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３ 総合開会式及び開催競技種目の割振りについて 

総合開会式を中心開催県である本県で行うとともに、できる限り多くの競

技種目を三重県で開催できるよう、東海３県との調整を進めていきます。 
 
 （参考：既開催ブロックの各競技種目数 ： ◎は中心開催県） 

  平成２３年度 東北ブロック     平成２４年度 北信越ブロック 

   ◎青森県 １２競技         ◎新潟県 １３競技 

   ○秋田県 １１競技         〇富山県  ４競技 

   ○岩手県  ９競技         〇石川県  ４競技 

   ○宮城県  １競技         ○福井県  ４競技 

   （別県開催のため４競技重複）    ○長野県  ４競技 

             

４ 開催種目及び開催地決定に向けたスケジュール 

（１）東海４県の確認事項 

本年１０月１９日（金）に、東海各県教育委員会担当者、各県高等学校

体育連盟理事長からなる「東海高体連問題検討委員会」が開催されました。 

また、本年１１月２４日（土）には、各県教育委員会学校体育主管課長、

各県高等学校体育連盟会長等からなる「東海高体連理事会」が開催されま

した。 

これらの会議で、平成３０年度全国高等学校総合体育大会についての意

見交換が行われ、開催競技種目の割振りについては、中心開催県となる三

重県の意向を尊重して今後の協議を進めていくことが確認されました。 

（２）今後のスケジュール 

県教育委員会は、地域連携部スポーツ推進局、三重県高等学校体育連盟

と連携し、市町や競技団体等の意向を確認しながら、愛知、静岡、岐阜の

各県教育委員会、各県高等学校体育連盟と調整を進め、本県での開催種目

案を平成２５年度末までに作成する予定です。 

その後、平成２６年５月頃、「東海高体連理事会」において、各県開催

種目を正式決定し、平成２６年８月までに全国高等学校体育連盟に提出す

る予定です。 
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５ 審議会等の審議状況（平成２４年９月１８日～平成２４年１１月１９日） 

（教育委員会） 
 

（１）三重県教育改革推進会議 

１ 審議会等の名称 
 三重県教育改革推進会議 

  第２回第１部会 

２ 開催年月日  平成２４年９月１９日 

３ 委員 
 座 長  山田 康彦 

  委 員   太田 浩司  他７名   （出席者９名） 

４ 諮問事項  教員の資質の向上について 

５ 調査審議結果 

 第１回第１部会（８月６日）の審議を踏まえ、教員の資

質の向上について、前回に引き続き現状を踏まえた課題等

について審議を深めるとともに、県教育委員会が提示した

具体的な方策のイメージについて、意見交換を行いました。

（主な意見） 

○現状を踏まえた課題等について 

・校長のマネジメントにより働きやすく風通しの良い職場

が実現することによって、各年代の教員が持ち味を生かし

て交流し学びあう組織になるとともに、教員が研修に意欲

的に参加することができるのではないか。 

・教員の力量を向上させるには、子どもたちとどう向き合

うかなどの基本的な部分について、授業研究などを通じて

教員間で共有することが必要ではないか。 

○具体的な方策のイメージについて 

・研修のあり方について、「どこで」「誰が主体で」「誰を

対象に」など、現状を整理したうえで、検討するべき

である。 

・各学校での研修のあり方をもっと工夫できないか。また

研修で学んだことを実践で活用できるかが最も大事なこ

とである。そのために一人ひとりの教員が取組のＰＤＣＡ

サイクルを回すことが重要ではないか。 

 

６ 備考  
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１ 審議会等の名称 
 三重県教育改革推進会議 

  第２回第２部会 

２ 開催年月日  平成２４年１１月５日 

３ 委員 
 座 長  土肥 稔治 

  委 員   稲垣 元美  他６名   （出席者８名） 

４ 諮問事項 
「県立特別支援学校整備第二次実施計画」の改定及び「県

立高等学校活性化計画（仮称）」の策定について 

５ 調査審議結果 

 第１回第２部会（８月６日）の審議を踏まえ、「県立特別

支援学校整備第二次実施計画」の改定について、議論を深

め、第３回全体会（１１月１９日）に向けて意見の集約を

行いました。 

また、「県立高等学校活性化計画（仮称）」の策定につい

て審議を行いました。 

（主な意見） 

○「県立特別支援学校整備第二次実施計画」の改定について

・東紀州くろしお学園の整備について、地元の保護者等は

建設場所が決まり喜んでいる。現場の意見を聴き、使いや

すい施設にしてほしい。 

・盲学校、聾学校のあり方について、今回は改定されない

ようだが、年齢が小さいなどの理由で津にある学校に通え

ない子もいるので、地元の小学校への専門の先生の派遣等

を検討してほしい。 

○「県立高等学校活性化計画（仮称）」の策定について 

・グローバルな舞台で活躍できる人材を育成するための理

数教育・英語教育の取組はたいへん良い。このような取組

をさらに推進していくべきである。 

・大学等高等教育機関への進学希望が多い普通科において

「生徒が学校を越えて共に学びながら切磋琢磨する機会を

設ける」とあるが、多様な進路希望の生徒がいる普通科で

も取り入れれば、生徒は刺激を得ることができるのではな

いか。 

 

６ 備考  
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１ 審議会等の名称  第３回三重県教育改革推進会議 

２ 開催年月日  平成２４年１１月１９日 

３ 委員 

 
 

 会 長  山田 康彦 
 副会長  向井 弘光 
 委 員  稲垣 元美  他１４名（出席者１７名） 

４ 諮問事項 
・「県立特別支援学校整備第二次実施計画」の改定について

・教員の資質の向上について 
・「県立高等学校活性化計画（仮称）」の改定について 

５ 調査審議結果 

全体会では「県立特別支援学校整備第二次実施計画」の

改定について審議を行い、引き続き、２つの部会でそれぞ

れのテーマ（教員の資質の向上、「県立高等学校活性化計画

（仮称）」の改定）の審議を行いました。 

 

《全体会：「県立特別支援学校整備第二次実施計画」の改

定》 

第２部会で２回審議を行ってきた「県立特別支援学校整

備第二次実施計画」の改定について、さらに審議を深めま

した。主な意見は次のとおりです。 

・あすなろ学園に入院する児童生徒は、治療や支援の内容

が多岐にわたるなど高度な専門的医療と個別の教育環境が

必要となっていることから、発達支援を継続するには医療

と教育の連携が重要であることを踏まえる旨の記述をして

ほしい。 

 

《第１部会：教員の資質の向上》 

第１回（８月６日）及び第２回（９月１９日）の意見を

踏まえ、教員の資質の向上に係る県教育委員会としての見

直しの視点及び基本方針をまとめ、それに基づく具体的方

策のイメージを提示し、審議を行いました。主な意見は次

のとおりです。 

・教師の資質の向上を図るには、学校で働く環境を整えて

職員満足度を上げることが必要であり、そのためには管理

職のマネジメント力が重要となる。 
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・基本方針は理解できるが、授業力を向上するための切り

口としてはいろいろな側面があるので、単に授業のハウツ

ーさえつくればよいというものではないし、そういう誤解

を与えてはいけない。 

・「わかる授業」「楽しい授業」の中身として「考える力や

探究力をつける授業」という要素を入れるべきである。 

 

《第２部会：「県立高等学校活性化計画（仮称）」の策定》

「県立高等学校活性化計画（仮称）」について、第２回

（１１月５日）での意見を踏まえ、さらに審議を深めまし

た。主な意見は次のとおりです。 

・以前の案では抽象的な記述であったが、「活性化を進める」

ことが明言できていると思う。 

・インターンシップについて、「どの学科においても、取組

を拡充します」とあるが、様々な学校の状況を踏まえて検

討してほしい。 

・「活性化計画」ができて、それをもとに高等学校の活性

化を進めるにあたっては、市町等教育委員会との連携を大

切にして取り組んでほしい。 

 

６ 備考 
次回開催予定：全体会 平成２５年２月４日 

第４回第１部会 平成２５年１月９日 
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（２）三重県教育職員特別免許状授与審査委員 

 

１ 審議会等の名称 三重県教育職員特別免許状授与審査委員 

２ 開催年月日  平成２４年１１月２日 

３ 委員 
 伊藤 ふじ子  内田 順子  太田 晴美 
 瀬古 久美子  曽我 隆清  的場 敏尚 
 八木 規夫  西世古 悌治 （出席者７名） 

４ 諮問事項 特別免許状の授与について 

５ 調査審議結果 

 
 
 
 
 
 
 

 特別免許状制度は、教育職員免許法の規定に基づき、

優れた知識や技能を有する社会人に、都道府県教育委員

会が免許状を授与するものです。 
任命権者から推薦のあった特別免許状の教育職員検

定申請２件について、審査を行いました。 
 審査の結果、特別免許状を授与することが妥当である

旨の意見書が、三重県教育委員会へ提出されました。 

 

６ 備考 

 
 
 

 次回開催日：予定なし 
 今後の予定： 

平成２４年１２月末に特別免許状を授与予定 
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（３）三重県教育委員会指定管理者選定委員会 

 

１ 審議会等の名称  第３回 三重県教育委員会指定管理者選定委員会 

２ 開催年月日  平成２４年１０月１２日 

３ 委員 
 委員長   時安 和行 
 委員長代理 前川 準一  他４名 （出席者６名）

４ 諮問事項 指定管理候補者の選定について 

５ 調査審議結果 

 
 
 

（１）三重県立鈴鹿青少年センターの指定管理候補者に

ついては、申請団体から提出された提案書類及び

及びヒアリング審査を実施し、採点を行った結果、

総得点 3,000 点中 2,074 点となり、全員一致で公

益財団法人三重県体育協会を指定管理候補者とし

て選定されました。 
（２）三重県立熊野少年自然の家の指定管理候補者につ

いては、申請団体から提出された提案書類及びヒ

アリング審査を実施し、採点を行った結果、総得

点 3,000 点中 2,028 点となり、全員一致で有限会

社熊野市観光公社を指定管理候補者として選定さ

れました。 
（３）主な意見等 
  ・鈴鹿青少年センターについては、これまでの実績

で培った安全で安心した施設管理運営が期待でき

る。 
・熊野少年自然の家については、地域の特性を生か

した多様な体験プログラム、主催事業の実施が期待

できる。 
・両施設とも、今後、県立青少年教育施設として青

少年教育の健全育成を図るため、地域外等多様な主

体と連携する必要がある。 

６ 備考   
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（４）三重県文化財保護審議会 

 

１ 審議会等の名称  三重県文化財保護審議会 

２ 開催年月日  平成２４年１１月１２日 

３ 委員 

 
 

 会 長  菅原 洋一 
 副会長  高倉 一紀 
 委 員  林  良彦  他１５名 （出席者１３名）

４ 諮問事項 

 
 
 

 
・平成２４年度社会教育・文化財保護課関係事業に 
ついての報告 

 
・三重県指定文化財の指定等に関する諮問 

 

 
５ 調査審議結果 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
・平成２４年度社会教育・文化財保護関係事業及び上げ

馬神事にかかる調査結果や海女習俗にかかる取組な

どについて、事務局から報告しました。 

 
・市町から推薦のあった県指定候補文化財７件の調査の

可否について審議され、７件すべてについて、県指定

文化財としての価値の有無について判断するための

調査を実施することとなった。 

 

６ 備考 

 
 
 

 次回開催日：平成２５年２月頃 
 今後の予定：委員による調査の後、平成２５年２月中

旬に答申予定（一部、平成２５年度に調

査予定） 
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